
（様式第４号）  

仕様書等に対する質問・回答書 

 

                                                         令和 ７年 ２月１２日 

 

岡山県立玉野光南高等学校長 延兼 稔 殿 

 

                                  所   在   地  東京都港区赤坂九丁目 7 番 1号    

                                  商号又は名称 コカ・コーラボトラーズジャパン(株) 

代   表   者   代表取締役社長 カリン・ドラガン 

                                     （担 当 者 川崎卓也           ） 

                                     （電話番号 080-6224-3129（会社携帯）   ） 

                                     （ＦＡＸ番号 086-463-1713          ） 

公告番号 玉光高第 １４３ 号 

名 称 岡山県立玉野光南高等学校内に設置する自動販売機設置事業者 

 

質 

問 

事 

項 

 

①前回の各物件の応札業者と応札率の開示をお願いします。 

②令和 4 年度の自動販売機売上本数・売上金額の開示をお願いします。 

③令和 7 年度（4 月 1 日予定）の生徒数及び教職員数を教えていただきたいで

す。 

④令和 8 年 4 月 1 日から 2 年間の間に、販売数低迷理由の場合における設置自

動販売機撤収の可・否の確認。 

 

 

 

 

 

回 

 

 

 

 

 

答 

 

 

 

 

① 応札業者名についてはお答えできません。応札業者数、現手数料率は次のと

おりです。 

物件番号① １社 36.3% 

  物件番号② １社 30.6% 

  物件番号③ １社 28.9% 

  物件番号④ ２社 41.6% 

  物件番号⑤ ２社 27.5% 

② 物件番号①  6,250 本   576,690 円 

  物件番号②  7,277 本   660,210 円 

  物件番号③  4,835 本   481,990 円 

  物件番号④  10,507 本 1,304,550 円 

  物件番号⑤   9,224 本 1,220,500 円（飲料） 

          2,318 本  373,920 円（栄養補助食品） 

③ 生徒数 714 名程度 教職員数は不明です。（今年度 95 名） 

④ 事業者側からの契約解除は下記のケースのみです。 

・学校の責めに期すべき事由により、委託業務を履行することができないと認め

られたとき。 

・その他学校がこの契約に定める義務を履行しないとき。 

なお、ペナルティはありません。 

学校としましては、契約期間中、責任を持って契約を履行していただける事業

者を公募しておりますので、事業者側からの年度途中の契約解除は想定してお

りません。 

また、学校の承認を得て自動販売機の設置を中止することは可能ですが、納付

済の教育財産使用料の返還はできませんのでご了承ください。 

 


